
不適正な犬や猫等の多頭飼育 探知チェックシート 

 

◎ 次の場合は、地域を所管する保健福祉事務所等に必ずご連絡ください。 

・10 頭以上の動物を確認した場合 

 神奈川県動物の愛護及び管理に関する条例第８条の２により、犬及び猫の合計数が 10以

上である飼養者は、届出が必要です。 

・太字の項目に該当があった場合 

◎ 上記以外の場合も、情報共有にご協力ください。 

 

記入年月日        年      月      日 

氏 名  所 属  

連 絡 先 電話番号：          内線： 

１．現状 

・該当性は「○」か「×」で記載、もしくは選択肢に「○」をつける。不明な場合は「－」。 

（１）動物の飼育状況 

１．確認した動物の種類 

犬      頭 猫       頭 その他の動物 （種類：      ） 

□ 具体的な頭数はわからないが、たくさん（10 頭以上）いる気配がする。 

チェック項目 該当性 備考 

２．動物の飼育の状況 

半年～１年の間に、動物の数が増えている   

動物は放し飼いにされている 

（家の内外を自由に出入りしている） 
 

 

家主からきつい動物臭がする   

３．動物の状態 

極端にやせた動物や、ふらつきのある動物がいる   

動物の死体・骨がある   

 

（２）衛生環境 

チェック項目 該当性 

動物の臭いを感じる 屋外 周辺 

鳴き声その他動物の飼育に起因する音が頻繁に発生している 屋外 周辺 

動物の毛・羽毛が著しく飛散している 屋外 周辺 

動物の排泄物が目につく（大量に放置されている） 屋外 周辺 

害虫が多数発生している、もしくはねずみが発生している 屋外 周辺 

地域住民等から動物の飼育状況に起因する苦情等がある ない・１回・複数回 

（裏面あり） 
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２．備考 

 

 

連絡先 

機関名(担当課) 電話（代表） 
FAX 

主な所管地域 

平塚保健福祉事務所(環境衛生課) 0463(32)0130 
0463(35)4025 平塚市、大磯町、二宮町 

平塚保健福祉事務所秦野センター
(環境衛生課) 

0463(82)1428 
0463(83)5872 秦野市、伊勢原市 

鎌倉保健福祉事務所(環境衛生課) 0467(24)3900 
0467(24)4379 鎌倉市、逗子市、葉山町 

鎌倉保健福祉事務所三崎センター
（生活衛生課） 

046(882)6811 
046(881)7199 三浦市 

小田原保健福祉事務所 
(環境衛生課) 

0465(32)8000 
0465(32)8138 

小田原市、箱根町、真鶴町、 
湯河原町 

小田原保健福祉事務所足柄上セン
ター（生活衛生課） 

0465(83)5111 
0465(82)8408 

南足柄市、中井町、大井町、 
松田町、山北町、開成町 

厚木保健福祉事務所(環境衛生課) 046(224)1111 
046(225)4146 

厚木市、海老名市、座間市、 
愛川町、清川村 

厚木保健福祉事務所大和センター
(環境衛生課) 

046(261)2948 
046(261)7129 大和市、綾瀬市 

 


